
教育研究評議会要旨

日 時 場 所 欠 席 者 陪 席 者

平成 年 月 日（金） 時 分 事務局大会議室18 10 20 13 30

（はじめに）
議事に先立ち、学長から、新任の理事、経済学部長及び経済学部評議員の紹介があり、

当該評議員から挨拶があった。
次いで、事務局長から、新任の財務部長の紹介があり、当該職員から挨拶があった。
また、学長から、９月１５日開催の教育研究評議会要旨の確認が行われ、了承された。

１．審議事項
（１）香川大学学長選考会議委員の選出について

学長から、教育研究評議会から選出する学長選考会議の委員について、前法学部長が３
月３１日をもって、また、前経済学部長が９月３０日をもって評議員でなくなったため、
２名の欠員が生じた旨説明があった。

ついては、上記２名の補充として、大学を構成する専門領域等を考慮し選出した過去の
慣例にならい、学部長を選出したい旨提案があり、審議の結果、これを承認し、現法学部
長及び現経済学部長を委員として選出した。

（２）平成１９年度大学入試センター試験の実施体制について
教育担当理事から、審議資料１に基づき、９月２９日開催のアドミッション委員会にお

いて了承された標記の実施体制（案）について審議願いたい旨説明があった。
次いで、同理事から、新たに実施本部長を設け学長を充てること等、昨年度からの変更

点について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

（３）平成１９年度香川大学個別学力検査等の実施体制について
教育担当理事から、審議資料２に基づき、９月２９日開催のアドミッション委員会にお

いて了承された標記の実施体制（案）について審議願いたい旨説明があった。
次いで、同理事から、新たに実施本部長を設け学長を充てること等、昨年度からの変更

点について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

（４）香川大学名誉教授称号授与規則の一部改正等について
総務・財務担当理事から、審議資料３－１、３－２及び参考資料に基づき、名誉教授称

号記授与の日程を繰り上げるとともに、当該部局等における名誉教授選考の手続を簡略化
、 、するため 名誉教授称号授与規則を一部改正することについて審議願いたい旨説明があり

審議の結果、原案を了承した。
また、同理事から、審議資料３－３及び参考資料に基づき、平成１８年度４月の授与者

に交付した名誉教授証について、平成１７年度以前の授与者にも本人の希望に応じて交付
することについて説明があり、審議の結果、原案を了承した。

２．報告事項
平成１８年１０月以降の役職者等について（１）

学長から、報告資料１に基づき、前経済学部長が理事に就任したことに伴う本年１０月
以降の役職者等について報告があった。

（２）学校教育法改正に伴う教員組織の在り方についての基本方針について
学長から、報告資料２に基づき、標記ワーキンググループから、平成１８年９月１４日

付けで答申があり、この答申をもって本学の基本方針とする旨報告があった。



また、学長から、本件に関する今後の課題について説明があり、学内共同教育研究施設
等に所属する助手を助教へ移行させる際の審査については、当該施設等の運営委員会にお
いて行うよう検討を進めたい旨発言があった。

なお、評議員から以下の意見があった。

① 助教の職務は多大であるので、若手教員の養成のためにも、任期制を画一的に
適用するのではなく、特例的な措置があってもよいのではないか。任期制を導入
した上で、部局においてその特性を考慮して運用すればよいのではないか。
② 教育支援者の適切な配置は認証評価の項目のひとつでもあるので、今後、教務
職員としての採用はなくとも、教育研究組織の検討の中で教育研究支援者につい
て配慮してほしい。
③ 雇用契約上の混乱を招かぬよう、新規に採用する助教を募集する際には「再任
を可とする任期制」と明確にしておく必要がある。
④ テニュア制ではないが、部局において人員計画の見通しがあり、適正な定員管
理が行えるならば、部局の裁量により、一定の基準を満たせば昇任があり得るこ
とを前提とした助教の採用をしてよいのではないか。

、 、⑤ 新規採用の助教の資格要件について 例えば博士以上の学歴を必要とするなど
基準を上げることも部局の裁量の範囲内と考えてよいか。
⑥ 基本方針に基づき学則を改正する際、助教が担当する全学共通科目については
どのように表現するのか。

（３）第２７回全国国立大学学生指導担当副学長協議会について
教育担当理事から、報告資料３に基づき、１０月５日～６日に豊中市で開催された標記

協議会について報告があった。

（４）ＦＤ講演会の開催について
教育担当理事から、報告資料４に基づき、１０月２５日に研究者交流スペースにおいて

標記講演会を開催する旨報告があった。

（５）平成１８年度大学祭の開催について
教育担当理事から、報告資料５に基づき、１１月２日（前夜祭）～５日に幸町キャンパ

スにおいて大学祭を開催する旨報告があった。

（６）国際交流セミナーの開催について
教育担当理事から、報告資料６に基づき、１１月２９日に研究交流棟６階第１講義室に

おいて標記セミナーを開催する旨報告があった。

（７）平成１９年度香川大学学生募集要項について
教育担当理事から、報告資料７－１～７－３に基づき、９月２９日開催のアドミッショ

ン委員会において承認された標記募集要項について報告があった。

（８）平成１９年度香川大学大学院教育学研究科第２次学生募集について
、 、 。教育担当理事から 報告資料８に基づき 標記の第２次学生募集について報告があった

（９）国立大学法人香川大学と中小企業金融公庫高松支店、国民生活金融公庫、及び商工
組合中央金庫高松支店との連携協力に関する覚書について

連携・評価担当理事から、報告資料９－１～９－３に基づき、相互に協力して本学の研
究成果等を地域社会に一層円滑に還元すること及び緊密な情報交換等を行うことにより地
域の産学連携を推進し、もって相互の発展並びに地域中小企業及び地域社会に貢献するこ

、 。とを目的として 標記三機関との産学連携の協力に関する覚書を締結する旨報告があった

（10）教員の教育活動評価結果について
連携・評価担当理事から、報告資料１０に基づき、平成１７年度実績を試行的に評価し

た教員の教育活動評価結果について報告があった。
次いで、同理事から、各部局の自己評価結果には大きな差異がみられ、偏向があると思

われるので、来年度以降、真に教育の活性化に資するような評価の仕組み作りに取り組む
よう要請があった。



（11 「社会貢献」及び「運営」活動評価並びに年間スケジュール等について）
連携・評価担当理事から、報告資料１１－１及び１１－２に基づき、７月２７日開催の

「 」 「 」役員会及び９月１５日開催の大学評価委員会において承認された 社会貢献 及び 運営
活動評価の実施要領について報告があった。

次いで、同理事から、報告資料１１－３に基づき 「社会貢献活動評価」及び「運営活、
動評価」の年間スケジュールについて報告があった。

（12）香川大学危機管理基本マニュアルの策定について
総務・財務担当理事から、報告資料１２－１～１２－３に基づき 「香川大学危機管理、

基本マニュアル 「国立大学法人香川大学防災管理規程」及び「地震、風水害(台風)、」、
不審者、火災の対応マニュアル」について、学内に提示し、全ての部局等の意見を聴取し
た上で策定した旨報告があった。

また、同理事から、これらについて、現在香川大学ホームページで公開している旨併せ
て報告があった。

３．その他
（１）平成１７年度年次要覧の作成について

連携・評価担当理事から、標記のことについて、大学基礎情報データベースシステムを
利用しＣＤ形態による発行を予定していること、及び現在の入力率は９割程度であること

１０割の入力率を目標としているので各部局教員に入力を督励するよの報告があり、
。う要請があった

次いで、同理事から、本年１０月３１日時点までに入力されているデータをもとに平成
「平成１８年度全学予算編成基１７年度年次要覧を作成し、また、同時点での入力率を

準」に基づき、平成１８年度教育研究基盤経費の一部留保額の追加配分に反映させる
こととしている旨発言があった。

（２）駐車場の有料化について
工学部長から、工学部が駐車場の有料化を継続するに当たって､これに関する全学的な

基準等の策定を検討してほしい旨発言があった。

（３）香川大学工学部オープンキャンパスの開催について
工学部長から、１０月２２日に工学部において標記行事を開催する旨案内があった。

（４）ノーベル賞受賞者 小柴 昌俊 先生講演会の開催について
工学部長から、香川大学祭の関連行事として工学部祭実行委員会の主催により、１１月

３日に幸町キャンパス講堂において標記講演会を開催する旨案内があった。

（５）平成１８年度教育研究基盤経費に係る配分留保額の追加配分等について
評議員から、標記の経費配分に係る今後のスケジュールについて確認があり、総務・財

務担当理事から、役員会、部局長等会議等を経て、１２月上旬頃には配分する予定である
旨発言があった。

また、同評議員から、大学の予算編成に関して、戦略的、重点的な予算配分などを協議
する場を設定してほしい旨発言があった。

閉会 １５時４５分


